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大阪府ＤＩ及び近畿地区ＤＩによる景気基準日付の設定について 

 
経済調査部 動向調査課 

 

1. 大阪府の直近の景気の山は平成12年10月、近畿地区は12年8月 

今回、当研究所では、大阪府ＤＩ（ディフュージョン・インデックス）による直近の景気基準日付（景気

の山）を平成 12 年 10 月と暫定的に設定しました（表1）。その前の景気の谷（11 年 4 月）からの拡張月数

18か月は、大阪府ＤＩが作成されている昭和57年以降で最短です。 

また、近畿地区ＤＩによる直近の景気の山は 12 年 8 月と暫定的に設定しました。なお、本誌 No.431

（2000 年夏季号）で暫定的に設定したその前の景気の谷は 11 年 2 月に、さらにその前の景気の山は 9年 3

月に確定しました。これらはともに、暫定年月より2か月早くなりました。 

直近の景気の山を全国と比較すると、大阪府は同時、近畿地区は 2 か月早くなっています（表 2、全国は

平成 13 年 12 月 21 日公表の内閣府経済社会総合研究所「景気動向指数の改訂及び景気基準日付について」

による）。 

 

表1 大阪府ＤＩによる景気基準日付一覧 

 谷 山 谷 拡 張 後 退 全循環 

第10循環 昭和58年 3月 昭和60年 2月 昭和62年 1月 23か月 23か月 46か月 

11   62年 1月 平成 2年12月    6年 2月 47か月 38か月 85か月 

12 平成 6年 2月 9年 3月   11年 4月 37か月 25か月 62か月 

13   11年 4月 12年10月  18か月   

 

表2 大阪府、近畿地区、全国の景気の山谷の比較 

    

 
大 阪 府 

対近畿 対全国 
近畿地区 

対全国 
全  国 

谷 昭和58年 3月 同  時 1か月遅 昭和58年 3月 1か月遅 昭和58年 2月 

山 60年 2月 1か月早 4か月早 60年 3月 3か月早 60年 6月 

谷 62年 1月 1か月遅 2か月遅 61年12月 1か月遅 61年11月 

山 平成 2年12月 4か月早 2か月早 平成 3年 4月 2か月遅 平成 3年 2月 

谷    6年 2月 2か月遅 4か月遅    5年12月 2か月遅    5年10月 

山    9年 3月 同  時 2か月早    9年 3月 2か月早    9年 5月 

谷   11年 4月 2か月遅 3か月遅   11年 2月 1か月遅   11年 1月 

山   12年10月 2か月遅 同  時   12年 8月 2か月早   12年10月 

 

 

2. 今回設定した大阪府の景気の山は暫定的な性格が強い 

 

 

 

 ＤＩによる景気基準日付の設定方法の詳細は、本誌 No.431(2000 年夏季号)に掲載したとおりです。今

回の基準日付設定のために作成されたヒストリカルＤＩを表3に示しています。 

 ヒストリカルＤＩ作成のベースとなるＤＩ一致指数の採用系列のうち、百貨店売場面積当たり販売額以
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                            表3 ヒストリカルＤＩ     
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11年 1月 ＋ － － － － ＋ 33.3 － － － － ＋ － ＋ 28.6 

    2 ＋ － － － － ＋ 33.3 － － － － ＋ ＋ ＋ 42.9 

    3 ＋ ＋ － － － ＋ 50.0 ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ 71.4 

    4 ＋ ＋ － － － ＋ 50.0 ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ 71.4 

    5 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ 71.4 

    6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

    7 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

    8 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

    9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

   10 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

   11 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

   12 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 

12年 1月 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    2 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    4 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 100.0 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    5 ＋ ＋ － － ＋ ＋ 66.7 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    6 ＋ ＋ － － ＋ ＋ 66.7 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    7 ＋ ＋ － － ＋ ＋ 66.7 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    8 ＋ ＋ － － ＋ ＋ 66.7 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 85.7 

    9 ＋ ＋ － － － ＋ 50.0 － － － ＋ ＋ ＋ － 42.9 

   10 ＋ ＋ － － － ＋ 50.0 － － － ＋ ＋ ＋ － 42.9 

   11 ＋ ＋ － － － ＋ 50.0 － － － ＋ ＋ ＋ － 42.9 

   12 ＋ ＋ － － － ＋ 50.0 － － － ＋ ＋ ＋ － 42.9 

13年 1月 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ ＋ － 28.6 

    2 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    3 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    4 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    5 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    6 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    7 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    8 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

    9 ＋ － － － － － 16.7 － － － － ＋ － － 14.3 

   10 － － － － － － 0.0 － － － － － － － 0.0 

   11 － － － － － － 0.0 － － － － － － － 0.0 

   12 － － － － － － 0.0 － － － － － － － 0.0 

外は計算の基礎として季節調整値

を使用しています。季節調整値は

系列の末端近くでは安定性に欠

け、将来ヒストリカルＤＩ値も変

動する可能性があるため、直近１

循環の景気基準日付の設定は暫定

的なものとされます。 

 大阪府の直近の景気の山につい

ては、ヒストリカルＤＩが 12 年 9

月から12月まで4か月連続で50％

となりました。このため 12 年 12

月を景気の山とすることも考えら

れますが、次の理由で連続 50％の

中間月に当たる 10 月を山としまし

た。 

 ①12 年 12 月を山とすると、近畿

地区より 4 か月遅れ、全国より 2

か月遅れとなります。しかし、Ｄ

Ｉ作成開始以降で大阪府の山が近

畿地区及び全国より遅れた例はあ

りません（前掲表2）。 

②景気変動との連動性が最も強

いのは製造工業生産指数です。ヒ

ストリカルＤＩでは、それが 12 年

5 月にマイナスに転じています（表

3）。 

 ③百貨店販売額が 13 年 9 月まで

プラスを保ち、ヒストリカルＤＩ

値を下支えしています。これには

在阪大手百貨店の閉店などの特殊

要因が影響しているものとみられ

ます。 

したがって、今回設定した大阪

府の景気の山 12 年 10 月は、暫定

的な性格が強いものといわなくて

はなりません。 

 

 

(注) 右表中の影の部分は景気の拡 

   張期、他は後退期。 


